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耐震改修を促進する段階的改修
― 耐震化の促進と都市部における耐震化の視点 ―

耐震総合安全機構理事 佐　藤　寿　一

１.はじめに

2016 年の熊本地震、2018 年の大阪府
北部地震と、ここ数年都市部において大
規模地震の被害が発生している。大規模
地震はいつどこの都市を襲っても不思議
ではない。都市部における大規模地震の
被害は、密集する建築物に留まらず、そ
の地域の社会、経済に大きな影響を与え
ることになる。

本稿では、1995 年に発生した兵庫県
南部地震の被害とそれ以降の耐震化の動
き、更に東京都の耐震化の取組みから民
間建築物の耐震改修が進まない理由を概
観し、その解決策の一つとして耐震総
合安全機構（JASO）が提案する段階的耐
震改修について紹介する。また、今後都
市の耐震化に必要な取組みについても考
えてみたい。

２.耐震総合安全機構とは

JASOは、1995 年の阪神・淡路大震災
を契機に建築、構造、設備の各分野の専
門家が集まって活動する組織として、
2004 年に内閣府の認証を受けて設立さ
れた。JASO の活動理念は、「地震に対す
る安全性を総合的に捉え、生活者の視点
に立って、安全な建築と住環境を構築す
る」としている。これは、建築物の耐震
は、単に構造的な耐震安全性だけでは足
りず、被災後もできる限り従前の生活が
維持されるよう備えることが大切であり、
そのためには「非構造部材や建築設備な
どの地震対策も必要である」との考えに
よる。

JASO では、主に①総合耐震安全性に関
する調査研究、②各種耐震セミナーなど
による市民、社会に向けた総合耐震の必
要性の啓発、③旧耐震基準の建築物の耐
震化の実践などを行っている。そして、
活動を通して得た知見をフィードバック
し、耐震化を推進する上での様々な課題
を明らかにし、その解決に向けた取組み

を進めている。

３.耐震化のきっかけとその
後の展開

(１)阪神・淡路大震災の被害
1995 年１月に起きた兵庫県南部地震

から 25 年が経つ。この地震は、戦後最
大の都市直下型地震で横倒しになった高
速道路や倒壊した建築物は、建築、建設
に関わる者にとって今でも忘れることの
できない記憶となっている。

地震被害は神戸市を中心に発生し、兵
庫県が 1998 年にまとめた報告書による
と、この地震による人的被害は、死者
6,398人（その後震災関連死などで6,400
人を越える）、負傷者 40,073 人（内重
傷者 10,683 人）、住宅被害 639,686 棟
（うち全壊 104,906 棟）であり、被害の
推計額は、約 10 兆円（建築物だけで約
5 兆 8,000 億円）に上る。また、水道、
電気、ガス、通信などの生活インフラ、

鉄道、道路などの交通インフラ、貿易都
市としての産業インフラ（港湾）に甚大
な被害が生じ、その後の復旧・復興期に
は瓦礫の撤去など災害廃棄物の処理が大
きな問題となった。

1995 年７月に建築物の被害について
まとめた国の建築震災調査委員会の中間
報告によると、神戸市中央区（震度７の
地域）での悉皆調査では、非木造建築物
での「倒壊」、「大破」などの甚大な被害
が 1981 年以前に建てられた建築物に多
く発生している（表－ 1）。こうした調査
から、いわゆる旧耐震基準建築物の耐震
化の必要性が明らかになった。国は、同
年 10 月「建築物の耐震改修の促進に関
する法律（耐震改修促進法）」を制定し、
旧耐震基準の建築物の耐震化に取組む姿
勢を明らかにした。

この耐震改修促進法および関連制度は、
これまでに２度大きな改正が行われてい
る。

表－１　神戸市中央区の被害（建築震災調査委員会中間報告から）

表－２　大規模地震と耐震規定の改正
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(２)耐震基準と耐震化の推移
建築物の耐震基準は、大規模地震が起

こる度にその被害を検証し強化されてき
た（表－２）。1968 年の十勝沖地震では、
学校施設などで柱がせん断破壊し、その
結果 1971 年に建築基準法が改正され柱
のせん断補強筋が強化された。また、
1978 年の宮城沖地震では、３年後の
1981 年に新耐震基準が導入された。

1995 年の兵庫県南部地震（阪神・淡
路大震災）で、新耐震基準以降の建築物
に比較的被害が少なかったことからその
有効性が確認され、それ以前に建てられ
た建築物（旧耐震基準）は、新耐震基準
と同等の耐震性を持つことが耐震化の目
標となった。そして、同年 10 月に耐震
改修促進法が制定され、旧耐震基準建築
物の耐震化の取組みはここから始まった
と言える。その後も 2004 年の新潟県中
越沖地震、2011 年の東日本大震災と耐
震改修促進法の改正に繋がっている。
①耐震改修促進法
1995 年 10月に制定された耐震改修促

進法では、学校、病院など多数の者が利
用する施設の所有者に対し、耐震診断お
よび耐震改修の努力義務が課された。ま
た、建築基準法の耐震関係以外の諸規定
を既存不適格のまま耐震改修が行える
「耐震改修の計画認定」制度が設けられ
た。そのほか、耐震診断・改修費用の補
助制度、税の優遇制度が創設された。
②2006年の改正
法の創設と同時に設けられた耐震化の

助成制度は、民間建築物では充分に利用
されていたとは言えない。これは、国の
補助制度の受け皿になる自治体側にしっ
かりした体制がなかったことが一因であ
る。2006 年の改正では、都道府県に「耐
震改修促進計画」の策定を義務付け、
2015 年までの住宅・建築物の耐震化の
目標および耐震化施策などを明らかにす
るよう求めた。また、耐震化の努力義務
の対象となる建築物を拡大するとともに
耐震診断、耐震改修の補助制度が大幅に
拡充され、耐震化のための融資制度も設
けられた。
③2013年の改正
2013 年の改正では、不特定多数が利

用する施設など法が指定する施設の所有
者に耐震診断を行うことを義務付け、自
治体に対しても耐震診断を義務化する権
限を与えた。また、耐震改修について一
定の条件の下で現行の建蔽率、容積率を
超えることができるようにしたほか、耐

震マーク表示制度の拡大や耐震診断・改
修助成を拡充し、義務化された建築物に
対し国も直接助成を行うことになった。

４.耐震化の現状と課題

(１)東京都の取組み
東京都は、2008 年に耐震化推進都民

会議を立ち上げ、「耐震化推進に向けた
都民運動を展開し、地震が怖くない東京
の早期実現を目指す」と言う緊急アピー
ルを採択した。これ以降、耐震化のため
の様々な啓発活動、誘導策を活発に展開
した。

当時、都の耐震改修促進計画では
2015 年までに緊急輸送道路沿道建築物
の耐震化率を 100％にすることを目標に
していたが、耐震化に向けた啓発活動や
誘導策だけでは目標の達成が難しいとし
て、2011 年３月に対象建築物の所有者
に耐震診断を義務付ける条例を制定した。
当時の耐震改修促進法は、法が規定する
特定建築物の所有者に「耐震診断の努力
義務」は課していたが、「義務化」まで
はしていない。一定のエリア（特定緊急
輸送道路沿道）にある旧耐震建築物につ
いて、一律に耐震診断を行うよう義務付
けたのは都の条例が全国で初めてであり、
耐震化を促進する上で国に先行する画期
的な条例であった。

この条例では、耐震診断を行わない所
有者に対し罰則規定が設けられたが、義
務化と併せて他の自治体には見られない
手厚い耐震診断助成も用意された。

こうした手厚い支援策の結果、耐震診
断の実施率は、2019 年 12 月現在で
97.7％、ほぼ 100％に近い数値となっ
ている。一方、徐々に増加しているとは
言え、耐震改修の実施率は、46.1％に
留まっている。

(２)耐震改修が進まない理由
都が建物所有者等に行ったヒヤリング

調査によると、耐震診断の結果「耐震改
修が必要」とされたにも関わらず耐震改

修を行っていない主な理由は４つある
（図－１）。

「改修費用の負担が大きい」が最も多
く、75％と大半の所有者が上げている。
「移転費用の負担が大きい」（39％）は、
改修工事に伴う仮移転の費用や入居テナ
ントへの補償費などであるが、耐震工事
に必要な費用とは別に付随して発生する
費用である。「耐震改修により機能が損
なわれる」（45％）は、耐震補強をする
と建築物としての利用が成り立たなくな
る場合や、建物の使い勝手上補強をする
場所が無いといったことである。「合意
形成が難しい」（37％）は、分譲マンショ
ンでは耐震改修に伴いよく聞かれる意見
で、分譲マンションの耐震改修では、補
強の影響を受ける住戸とそうでない住戸
が有るため、負担の大きい区分所有者か
ら異論が出る場合がままある。

その他「基準を満たす改修方法が無い」
や「どのように耐震改修を進めて良いか
解らない」と言った声が上がっている。

５.耐震改修を進める段階的
耐震改修

(１)段階的耐震改修とそのメリット
そうした耐震改修への取組みが困難な

所有者等に対して JASO では、その困難
性を解決する手法の一つとして「段階的
耐震改修」を提案している。「段階的耐
震改修」とは、通常一度で行う耐震改修
を複数回に分けて行うもので、それによ
り耐震改修に取組む所有者の負担を軽減
し、耐震改修に取組み易くするとともに
旧耐震建築物の耐震性を少しでも改善し
ようとするものである。

JASO では、段階的改修の実施例などか
ら耐震改修を段階的に行うメリットを以
下のように考えている。
①耐震性が著しく低い場合も耐震改修
に取組み易い

耐震診断の結果、耐震性が著しく低い
ことが明らかになると、改修費用の問題
などから耐震改修をあきらめてしまう場

図－１　東京都のヒヤリング結果
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合がある。そうした場合でも、段階的改
修では緊急性の高い最低限必要な補強を
優先し、その後、所有者の事情に合わせ
て順次補強を進めて行くことができる。
②テナントビルや賃貸マンションで耐
震改修を無理なく進める

テナントビルや賃貸マンションでは、
テナントの入退去に合わせて順次補強を
進めることが現実的である。移転補償費
などが不要で、補強と同時に内装や設備
のリニューアルもできるのでその意味で
も合理的と言える。
③耐震改修計画がまとまらない時の解
決策

補強が建物の使い勝手に直接影響が出
る場合、取りあえず許容できる補強から
始めることで無理なく耐震改修に取組め
る。また、分譲マンションでは、区分所
有者全員が合意し易い共用部分から補強
を始めることができる。
④大規模修繕と併せて補強を進める
分譲マンションでは、定期的な計画修

繕のためにその費用が積み立てられてい
る。建物の劣化状況を精査し、一部の修
繕を遅らせたり取り止めることができれ
ば、その費用を利用して十分とは言えな
いまでも一部の耐震補強を大規模修繕と
併せて行うことができる。
⑤建替え予定の建築物での耐震補強
将来建替えを予定していたり、診断結

果などから建替えを選択した場合でも、
耐震診断の結果によっては、いつ来るか
わからない地震に備え、最低限必要な補
強を行っておくことが望ましい。

(２)段階的改修の実例
次に実際に段階的改修のメリットが生

かされた事例を紹介する。
①事例１（ハイツＳ）
「ハイツＳ」は、１階と２階の一部に

事務所が入る５階建ての賃貸マンション
で、事務所は、マンションオーナーの会
社の事務所になっている。ハイツＳは、
９年かけて４回の耐震改修を行い必要な

耐震性を確保した。
耐震診断の結果（表－３）を見ると、

１階の耐震性が最も低く、２階、３階で
も Is 値が 0.3 を下回っている。改修の
手順（図－２）は、Is値が最も低い１階
の駐車場部分の補強を最初に行い、２期
工事は入居者の退居に合わせて２階の補
強、３期工事は、自身の事務所内に耐震
壁を増設、４期目は、再び入居者の退居
に伴い３階の補強を行っている。

ハイツＳでは、入居者の退居に合わせ
て内部から補強を行うことで、費用を軽
減するとともに、内装や設備のリニュー
アルも行っている。
②事例２（Ｋマンション）
Ｋマンションは、幹線道路沿道に建つ

７階建ての分譲マンションで、１階には
複数の店舗が入居している。建物の敷地
には空地がほとんどなく、補強は内部か
らしか行えない状況であった。診断の結
果（表－４）は、一方向の大半の階で Is
値が 0.3 未満と耐震性が低く、補強を行
うには居住者の仮住居や店舗との調整も
必要であった。そのため、当面の改修目
標を Is 値 0.3 未満の解消として補強を
行うこととし、その結果、最低限の補強
は実現された。

表－３　ハイツＳの耐震診断結果（従前・従後） 表－４　Ｋマンションの耐震診断結果（従前・従後）

図－２　ハイツＳの補強の手順

図－３　都内区・市の段階的補強助成の

取組み状況

図－４　段階的改修助成に消極的な理由
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分譲マンションの場合、耐震性が著し
く低く、多くの補強を住戸内からしか行
えないとなると、耐震改修をあきらめて
しまうケースがまま見られる。Ｋマンショ
ンでは、今後時間をかけて一歩づつ耐震
性を向上させていくことが期待される。

(３)段階的改修に対する自治体の
助成

都のヒヤリング結果からも明らかなよ
うに、耐震改修を行う上で最大の障害と
なるのは多額の改修費用である。そのた
め、多くの自治体には耐震改修に助成す
る制度が設けられている。しかし、段階
的改修に対する助成制度を用意している
自治体は多くない。

JASO が 2016 年に東京 23 区とその周
辺４市に実施したヒヤリング調査では、
段階的改修助成の制度を持つ自治体は４
区市に留まり、制度創設を検討している
自治体は５区、検討していない自治体が
17 区市であった（図－３）。ヒヤリング
の結果は、全体として段階的改修助成に
消極的であった。（その後１区で助成制
度が創設されたが、全体の傾向は変わっ
ていない。）

検討中の自治体も含めて、段階的改修
助成に消極的な理由を聞いたところ、「Is
値≧ 0.6 までの担保が難しい」が 11 区
市で最も多く、次いで「段階的改修では
効果が無い」が６区市、その他「対外的
な説明が難しい」や「国や都に制度基準
を示してほしい」といったものが上がっ
ている（図－４）。しかし、必要な耐震
性が確保されなければ効果が無いと言う
のは正しい認識とは言えない。現状の耐
震性を少しでも上げることに意味がある。

(４)Is値が上がると地震に対する安
全性が増す

国は、2006 年に「建築物の耐震診断
および耐震改修の促進を図るための基本
的な方針」を示している。その中で別添
として「建築物の耐震診断および耐震改
修の実施についての技術上の指針となる

べき事項」を示し、構造耐震指標（Is値）
と地震に対する安全性の評価の関係を３
分類している（表－５）。

表－５を見ると、耐震指標（Is値）が
0.3 未満では、「地震の振動および衝撃
に対して倒壊し、または崩壊する危険性
が高い」とし、Is値が 0.6 以上では「倒
壊し、または崩壊する危険性が低い」と
なる。問題は、Is 値が 0.3 から 0.6 の
間の評価で、ここでは「倒壊し、または
崩壊する危険性がある」となっている。
この中には、Is 値が 0.3 未満に近いも
のから 0.6 に近いものまで含まれている
から、0.3 に近ければ「倒壊し、または
崩壊する危険性」が高くなり、0.6 に近
ければその可能性が低くなることになる。
つまり、建築物の耐震性を少しでも 0.6
に近づけておくことで、「倒壊し、また
は崩壊する危険性」を低くすることがで
きる。

このことは、建物所有者だけでなく自
治体にとってもメリットになる。地域に
ある建築物の耐震性を少しでも上げてお
くことで、震災の被害を減らす「地震に
強いまちづくり」に繋げることができる。
耐震改修を促進するためには、「１」か
「０」の発想ではなく、柔軟な対応が必
要である。

６.更なる建築物の耐震化に
向けて

阪神・淡路大震災以降、様々な啓発活
動などにより旧耐震建築物の耐震化の必
要性は社会的な認識となっている。

実際に耐震化に取組む建築物も多く見
られるようになって来ているが、取組み
の目安は、「旧耐震」であるか否かが判
断基準になっている。しかし、建築震災
調査委員会の中間報告（表－１）にある
とおり、阪神・淡路大震災では新耐震基
準の建築物にも致命的な被害が生じたも
のがある。また、熊本地震の被災につい
て行った JASO の調査では、新耐震基準
以降の建築物の被害として、倒壊は免れ
たものの結果として取り壊されることに

なったものや大きな被害は見られなかっ
たものの非構造部などの被害により長期
間使用が困難になった例が見られた。

都市部の自治体には、避難場所の想定
人数にマンション居住者を含めていない
自治体もあると聞く。新耐震基準の建築
物は安全だとして地震に対する備えを行
わないのは適切ではない。被災後の生活
や都市活動を維持するためには、旧耐震
基準建築物のみを対象とした構造躯体の
耐震化だけでは足りない。都市部におい
ては、新たな耐震化の取組みとして「震
災後の生活維持」を目標に、新耐震基準
建築物も視野に入れた総合的な取組みが
必要である。

７.安全な建築と市街地の形
成のために

都市部において耐震化に取組む目的は、
地震による被害を軽減し被災後も都市活
動を維持することにある。建築物の総合
的な耐震化の取組みは、「倒壊」といっ
た直接的な被害を防ぐだけでなく、避難
路の確保や延焼火災の防止、救援・救助
の負担軽減にも繋がり、被害を拡大させ
ないための根幹となる。また、被災建築
物を少なくすることで復旧・復興期にお
ける廃棄物処理を軽減することもできる。

東日本大震災では、それまで想像して
いなかった規模の津波被害が発生し、液
状化も深刻な状況であった。日本の主要
都市は、その多くが沿岸部にあり地震に
対する備えとして、沿岸部の津波対策、
液状化対策にも力を注ぐ必要がある。更
に、鉄道などの公共交通の維持、上下水
道を始めとする都市インフラの耐震化な
ど、想定される地震被害への対策が重要
であり、それぞれの分野の連携協力も欠
かせない。

都市直下地震を大規模災害とせず被災
後も円滑な都市活動を維持するためには、
日頃から都市活動を支える各分野におい
て、想定される被災の原因を取り除くた
めの地道な努力が大切である。

表－５　耐震性の評価とIs値の関係


